様式第2号その2（第3条関係）
年度豊郷町私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書
　幼稚園名　　　　　　　　　　　　　　　　
	区分
	保育料減免措置対象園児(人)

	
	園児数
	生活保護
	市町村民税
非課税
	市町村民税所得割非課税
	市町村民税所得割課税1
	市町村民税所得割課税2
	市町村民税所得割課税3
	左記区分以外
	計

	
	
	
	
	ひとり親世帯等
	
	ひとり親世帯等
	
	ひとり親世帯等
	
	
	
	
	ひとり親世帯等

	3歳児
	1人または2人以上就園の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2人以上就園の次年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3人以上就園の上以外の園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生計を一にする兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生計を一にする兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の上以外の園児および生計を一にする兄・姉を2人以上有している園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の上以外の園児および小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4歳児
	1人または2人以上就園の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2人以上就園の次年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3人以上就園の上以外の園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生計を一にする兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生計を一にする兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の上以外の園児および生計を一にする兄・姉を2人以上有している園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の上以外の園児および小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5歳児
	1人または2人以上就園の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2人以上就園の次年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3人以上就園の上以外の園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生計を一にする兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	生計を一にする兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の上以外の園児および生計を一にする兄・姉を2人以上有している園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小学校1年生から3年生までに兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の上以外の園児および小学校1年生から3年生までに兄・姉を2人以上有している園児
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


　備考
　　1　「市町村民税所得割課税世帯1」とは、当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,100円以下の世帯をいう。
2　「市町村民税所得割課税世帯2」とは、当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の世帯をいう。
[bookmark: _GoBack]3　「市町村民税所得割課税世帯3」とは、当該年度に納付すべき市町村民税所得割課税額が97,000円以上211,200円以下の世帯をいう。
